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大分市教委公告第１２号 

 

大分市民図書館電子書籍システム導入業務委託に係るプロポーザル参加事業者を、次のとおり

公募します。 

 

令和７年４月３０日 

 

大分市教育委員会 教育長 粟井 明彦 

 

 

１ 業務の目的 

  子ども（幼児・小学生・中学生）向けコンテンツを中心とした電子書籍システムを導入し、

学校及び学校教育担当部局と連携して活用することで、子どもの読書活動の推進を図るととも

に、「図書館に来館できない利用者」へのアプローチや、読書バリアフリー法に沿った障がい

者や高齢者などへの非来館型サービスとして広く市民も利用できるよう、本事業を実施する。 

 

２ 業務の概要 

 (１) 事業名   

大分市民図書館電子書籍システム導入業務委託 

 (２) 業務内容  

大分市民図書館電子書籍システム導入業務委託仕様書のとおり 

 (３) 契約方法 

公募型プロポーザル方式による随意契約 

（４） 履行期間  

契約締結日から令和８年３月３１日まで 

 (５) 提案限度額  

①電子書籍システム導入業務委託料 

    金 ７７０，０００円（消費税及び地方消費税を含む額） 

②電子書籍システムの運用管理にかかる使用料（クラウド使用料等） 

（令和７年１０月から令和８年３月まで） 

    金 ５２８，０００円（消費税及び地方消費税を含む額） 

  ※各々別の契約で精算する。 

①②の合計金額で競争する。 

 

（６）調達・契約対象外の金額(上記電子書籍システム受託者と別途契約) 

電子書籍使用料（同時アクセス無制限型コンテンツ(読み放題)使用料等含む） 

      金 ２５，３２１，０００円（消費税及び地方消費税を含む額） 

この金額は契約時の予定価格を示すものではなく、企画内容の規模を示すためのもの 

であることに留意すること。 
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３ 参加資格 

  この企画提案に参加できる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。 

 (１) 大分市物品等供給契約競争入札参加資格審査要綱（昭和５６年大分市告示第２５８号）

により、入札参加資格の認定を受けている者であること。 

(２) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当しな

い者及び同条第２項の規定に基づく大分市の入札参加制限を受けていない者であること。 

(３) 大分市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱（平成２４年大分市告示第３７７

号）に基づく排除措置期間中でないこと。  

（４）大分市物品等供給契約に係る指名停止等の措置に関する要領（平成２１年告示第５５３号）

に基づく指名停止期間中でないこと。 

（５）３月以内に手形交換所で手形若しくは小切手の不渡りを出した事実又は銀行若しくは主要

取引先からの取引停止等を受けた事実がある者でないこと。 

（６) 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１７年法律第８７号）第６４条

の規定による改正前の商法（明治３２年法律第４８号）第３８１条（会社法の施行に伴う関

係法律の整備等に関する法律第１０７条の規定によりなお従前の例によることとされる場合

を含む。）の規定に基づく整理開始の申立て若しくは通告、破産法（平成１６年法律第７５号）

第１８条第１項若しくは第１９条の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法（平成

１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平

成１１年法律第２２５号）第２１条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされている者

（会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続

開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定

が確定したものを除く）でないこと。  

(７) 情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ)、又はプライバシーマークの認証取

得していること。 

（８）提案するシステムは、令和２年度以降にシステム構築時点で、都道府県、政令指定都市、

又は特別区、若しくは中核市の公立図書館において実績があり、これらを誠実に履行してい

ること。または、過去に導入し、令和２年度以降も引き続き使用している実績があり、これ

らを誠実に履行していること。 

 

４ 受託候補者の選定方法 

  受託候補者を選定するにあたり、参加者を公募し、参加表明をした者の中から参加資格を確

認する。その後、企画提案書の提出及びプレゼンテーション・ヒアリングを実施し、選定委

員会による審査を行い、最も高得点を得た者を受託候補者として選定する。 

  本プロポーザルへの参加を希望する者は、大分市民図書館電子書籍システム導入業務委託公

募型プロポーザル実施要領（以下、「実施要領」という。）を確認の上、参加表明書等を期限

までに提出すること。なお、主な日程は次のとおりとする。 
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手  順 日程（期限等） 

実施要領等の交付開始 令和７年４月３０日（水） 

質問書の提出期限 令和７年５月９日（金） １７時１５分まで 

質問書に対する回答 令和７年５月１５日（木） 

参加表明書の提出期限 令和７年５月１９日（月） １７時１５分まで 

参加資格審査結果通知 令和７年５月２１日（水） 

企画提案書の提出期限 令和７年５月２７日（火） １７時１５分まで 

プレゼンテーションの実施 令和７年６月上旬（予定） 

選考結果通知 令和７年６月上旬（予定） 

契約の締結 令和７年６月中旬（予定） 

運用開始 令和７年１０月１日（水） 

 

５ 実施要領等の交付 

 （１）交付の期間 

   令和７年４月３０日（水）から令和７年５月１９日（月）まで 

 （２）交付の方法 

・大分市金池南一丁目５番１号  

大分市教育委員会 社会教育課 大分市民図書館 

（休館日を除く、９時から１７時１５分まで） 

・大分市ホームページ 

 （３）交付する資料 

   ① 大分市民図書館電子書籍システム導入業務委託 公募型プロポーザル実施要領 

   ② 大分市民図書館電子書籍システム導入業務委託 仕様書 

   ③ 参加表明書等提出様式 一式（様式 1から様式７） 

   ④ 公募型プロポーザルに関する質問書（様式８） 

※上記の資料は、大分市ホームページからダウンロードすることができる。 

 

６ 公募型プロポーザル参加に関する質問書の提出の期間と方法 

期間は令和７年４月３０日（水）から令和７年５月９日（金）１７時１５分までとし、方法

は電子メールとする。 

 

７ 参加表明書等の提出の期間と方法 

期間は令和７年４月３０日（水）から令和７年５月１９日（月）までとし、方法は大分市金

池南一丁目５番１号大分市教育委員会 社会教育課 大分市民図書館へ持参（閉館日を除く、９

時か１７時１５）又は郵送（必着 書留郵送に限る）とする。 

 

８ 企画提案書提出の期間と方法 

期間は令和７年５月２１日（水）から令和７年５月２７日（火）１７時１５分までとし、方

法は大分市金池南一丁目５番１号大分市教育委員会 社会教育課 大分市民図書館へ持参（閉館

日を除く、９時から１７時１５分まで）又は郵送（必着 書留郵送に限る）とする。 
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９ その他 

  詳細は、実施要領によるものとする。 

 

10 問い合わせ先及び提出先 

   〒870－0839 大分市金池南一丁目 5 番 1号 

   大分市教育委員会 社会教育課 大分市民図書館 

   TEL   :097-576-8242（直通） 

   E-mail:tosyokan@city.oita.oita.jp 


